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■緊急行動計画（平成29年6月20日）
平成２８年８月、台風第１０号等の一連の台風によって、中小河川で氾濫が発生し、逃げ遅れに
よる多数の死者や甚大な経済被害が発生。
→ 「水防災意識社会」の再構築に向けた取組を中小河川も含めた全国の河川でさらに加速さ
せるため、国土交通省は緊急的に実施すべき事項について「「水防災意識社会」の再構築に向
けた緊急行動計画（以下、「緊急行動計画」という）」をとりまとめ（平成２９年６月２０日）。
→ 水防法の改正（平成２９年６月１９日施行） 多様な関係者の連携体制を構築する大規模氾
濫減災対策協議会制度と中小河川の浸水実績等を水害リスク情報として住民等に周知する制
度を創設するとともに、要配慮者利用施設の管理者等による避難確保計画の作成及び避難訓
練の実施を義務化。

■国土交通省防災業務計画の見直し（令和3年10月）
避難情報に着目した水害対応タイムラインを複数の市区町村を対象とした『流域タイムライ
ン』に見直し

令和3年5月27日 第８回 減災対策協議会
・平成３１年３月２９日通知を踏まえ、次期５ヵ年を目標年限とした「減災に係る取組

方針の改定（案）」を提案

• 平成27年9月の関東・東北豪雨災害を契機に始まった減災対策協議会は霞ヶ浦流域においても設置している。
• 令和3年5月27日には、緊急行動計画の改定を踏まえ、当初の取組方針から改定している。
• それから、実施期間である5年が経過することから令和8年度以降の取組方針へ改定することが必要である。

平成27年12月 水防災意識社会再構築ビジョン

平成27年12月 社会資本整備審議会答申
「施設の能力には限界があり、施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へと
意識を変革し、社会全体で洪水氾濫に備える必要がある。

平成27年9月 関東・東北豪雨災害（鬼怒川の洪水氾濫）

平成28年5月30日 第１回 減災対策協議会
『霞ヶ浦流域大規模氾濫に関する減災対策協議会』設立

平成28年8月31日 第２回 減災対策協議会

霞ヶ浦における大規模水害に対し、「逃げ遅れゼロ」、「社会経済被害の最小化」を目
指す。

5年間
で達成
すべき
目標

①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組
②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組
③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための排水活動
の取組

「霞ヶ浦流域の減災に係る取組方針（案）」策定

目標

平成30年7月豪雨

■緊急行動計画の改定（平成31年1月29日）
平成30年7月豪雨を受けて、とりまとめられた委員会の答申（H30.12）を踏まえ、社会全
体で洪水に備える「水防災意識社会」を再構築する取組をさらに充実し加速するため、多く
の主体の事前の備えと連携の強化を図るべき

■これまでの経緯

■「水災害を自分事化し、流域治水に取り組む主体を増やす総力戦の
流域治水をめざして」提言（令和5年8月)

激甚化・頻発化する水災害から命を守り、被害を最小化するためには、住民や企業等が自らの水害リス

クを認識し、自分事として捉え、主体的に行動することに加え、さらに視野を広げて、流域全体の被害や水
災害対策の全体像を認識し、自らの行動を深化させることで、流域治水の取り組みを推進していく必要があ
る。そのため、国土交通省は令和５年4月「水害リスクを自分事化し、流域治水に取り組む主体を増やす流
域治水の自分事化検討会」を設置

令和8年度以降の取組方針へ改定

令和4年6月10日 第９回 減災対策協議会
災害対策基本法の改正を踏まえ「避難勧告」の表記を「避難指示」に統一した「減
災に係る取組方針の改定（案）」を提案

1.減災対策協議会のこれまでの経緯

■流域治水プロジェクト2.0への更新（令和6年1月)
気候変動を踏まえた治水計画に見直すとともに、流域対策の目標を定め、あらゆる関係者による流域対

策の充実を目的とし、気候変動を踏まえた河川及び流域での対策の方向性を『流域治水プロジェクト2.0』と
して、流域関係者で共有
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霞ヶ浦流域における減災対策協議会の取組は、令和7年度に10年目を迎え第2期が終了した。令和3～7年度
までの取組進捗状況や課題を整理・把握し、第3期に向けて今後5年間の取組方針の見直しを行う。

２．今後の予定 第３期に向けたスケジュール（案）
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R
7
年
度

R
6
年
度

R
8
年
度

5月 R7第1回協議会（令和7年５月23日開催）

※R8年度以降は予定です。

4月22日（水） R8減災対策協議会(幹事会)

5月２０日（水） R8減災対策協議会

第
３
期

第
２
期

・第2期総括と第3期取組方針（改定案）について

・第2期総括と第3期取組方針の改定

・参加機関の所属変更に伴う規約の改定

・取組の進捗状況及び代表事例

・参加機関の所属変更に伴う規約の改定

・取組の進捗状況及び代表事例

１０月 住民防災意識アンケート
・霞ヶ浦流域（直轄管理区間）の浸水想定区域内の住民を対象として、現時点
の防災意識到達度合を把握し、防災・減災対策の取組項目検討の基礎資料と
することを目的に、Webアンケ―ト調査を実施

5月 R6第１回協議会（令和６年5月22日開催）

2月27日 関係機関-意見交換会 ・霞ヶ浦流域における減災対策を計画的・組織的に推進していくためワールドカフェ
方式などの対話手法を活用した関係機関との情報共有および意見交換会を実施

3月 令和7年度フォローアップ調査、次期取組方針意見照会



令和７年度時点の取組進捗状況フォローアップ調査を実施。
調査結果を踏まえ、進捗に課題のある取組項目、取り組みを実施した事例を整理した。

表 取組項⽬⼀覧
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３.令和７年度フォローアップ調査概要

２．ソフト対策の主な取組  ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

（３）防災教育や防災知識の普及
①水災害に事前準備に関する問い合わせ窓口の設置

②水防災に関する説明会の開催・広報の実施

③教員を対象とした講習会の実施

④小学生を対象とした防災教育の実施

⑤出前講座等を活用した講習会の実施

⑥プッシュ型の洪水予報等の情報発信

⑦水位計やライブカメラ等の情報をリアルタイムで提供

⑧許可工作物管理者への防災教育の実施

２．ソフト対策の主な取組  ②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組

（１）より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化
①水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施

②水防団同士の連絡体制の確保

③水防団や地域住民が参加する洪水に対しリスクが高い区間の共同点検

④関係機関が連携した実働水防訓練の実施

⑤水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定を促進

⑥地域の建設業者による水防支援体制の検討･構築

⑦内水被害危険箇所の把握及び情報共有

➇重要水防箇所の見直し及び水防資機材の確認

⑨水防に関する広報の充実
（水防団員確保に係る取組）

➉水防訓練の充実

⑪水防関係者間での連携、協力に関する検討

２．ソフト対策の主な取組  ③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための排水活動の

①排水機場･樋門・水門等の情報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水害を想定した排水計

画（案）の作成

②排水訓練の実施

③内水被害危険箇所の排水計画（案）の作成

④排水設備の耐水化

⑤排水準備計画の作成

（１）排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施

具体的な取組の柱
事　　項

具体的取組
１．ハード対策の主な取組

（１）洪水を河川内で安全に流す対策
①優先的に実施する堤防整備

②優先的に実施する波浪対策

③危機管理型ハード対策

（２）避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
①雨量･水位等の観測データ及び洪水時の状況を把握･伝達するための基盤の整備

②防災行政無線の改良、防災ラジオ等の配布

③水防活動を支援するための新技術を活用した水防資機材等の配備

④簡易水位計や量水標、 CCTVカメラ等の設置

⑤浸水時においても災害対応を継続するための施設の整備及び自家発電装置等の耐水
化

⑥内水被害危険箇所の対策、排水ポンプの準備

⑦重要インフラの機能確保を図るため、病院、市役所など重要施設の雨水排水整備の実
施

➇河川防災ステーションの整備

⑨庁舎等の防災拠点の強化

２．ソフト対策の主な取組  ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

（１）広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等
①想定最大規模降雨による浸水想定区域図の公表

②想定最大規模降雨による氾濫シミュレーションの公表

③広域避難計画の策定

④広域避難を考慮したハザードマップの作成･周知等

⑤まるごとまちごとハザードマップ整備･拡充

⑥要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進

（２）避難指示の発令に着目したタイムラインの作成
①避難指示の発令に着目したタイムラインの作成

②避難指示の発令の判断基準に基づいた、マイ・タイムラインの作成

③「マイ・タイムライン」作成講習の実施

④タイムラインに基づく実践的な訓練

⑤気象情報発信時の「危険度の色分け表示」、「警報級の現象になる可能性の情報提供」
や「メッシュ情報の充実化」等の改善

⑥洪水時における河川管理者からの情報提供等（ホットラインの構築）
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４．令和７年度時点の取組進捗率 （1/4）

令和7年度時点の取組進捗率についてはばらつきがあるが進行中の取組が多く、全体としては進んできている。
 「①優先的に実施する堤防整備」、「②優先的に実施する波浪対策」、「⑧河川防災ステーションの整備」等の遅れている項目に

ついては、取組自体は進行中である。
 「浸水時においても災害対応を継続するための施設の整備及び自家発電装置等の耐水化」や「重要インフラの機能確保を図る

ため、病院、市役所など重要施設の雨水排水整備の実施」については進行中の機関はあるものの実施率は低い。

R7「取組完了」の構成員数（ ● ）

取組を実施する構成員数（ ● + ○ ＋△+ × ）
進捗率＝ 4

①優先的に実施する堤防整備

②優先的に実施する波浪対策

③危機管理型ハード対策

①雨量･水位等の観測データ及び洪水時の状況を把握･伝達するための基盤の整備

②防災行政無線の改良、防災ラジオ等の配布

③水防活動を支援するための新技術を活用した水防資機材等の配備

④簡易水位計や量水標、 CCTVカメラ等の設置

⑤浸水時においても災害対応を継続するための施設の整備及び自家発電装置等の耐水化

⑥内水被害危険箇所の対策、排水ポンプの準備

⑦重要インフラの機能確保を図るため、病院、市役所など重要施設の雨水排水整備の実施

➇河川防災ステーションの整備

⑨庁舎等の防災拠点の強化

（1
）ハ
ー
ド
対
策
の
主
な
取
組

凡例 ●：実施済、 ○：実施中（検討中を含む）、 △：実施に向けた取組を継続、
×：実施していない、 ■：対象外、
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４．令和７年度時点の取組進捗率 （2/4）

令和7年度時点の取組進捗率についてはばらつきがあるが進行中の取組が多く、全体としては進んできている。
令和７年度時点で、許可工作物管理者への防災教育の実施に関する取組について課題が確認される。
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①想定最大規模降雨による浸水想定区域図の公表

②想定最大規模降雨による氾濫シミュレーションの公表

③広域避難計画の策定

④広域避難を考慮したハザードマップの作成･周知等

⑤まるごとまちごとハザードマップ整備･拡充

⑥要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進

①避難指示の発令に着目したタイムラインの作成

②避難指示の発令の判断基準に基づいた、マイ・タイムラインの作成

③「マイ・タイムライン」作成講習の実施

④タイムラインに基づく実践的な訓練

⑤気象情報発信時の「危険度の色分け表示」、「警報級の現象になる可能性の情報提供」や
「メッシュ情報の充実化」等の改善

⑥洪水時における河川管理者からの情報提供等（ホットラインの構築）

①水災害に事前準備に関する問い合わせ窓口の設置

②水防災に関する説明会の開催・広報の実施

③教員を対象とした講習会の実施

④小学生を対象とした防災教育の実施

⑤出前講座等を活用した講習会の実施

⑥プッシュ型の洪水予報等の情報発信

⑦水位計やライブカメラ等の情報をリアルタイムで提供

⑧許可工作物管理者への防災教育の実施

（２
）ソ
フ
ト
対
策
の
主
な
取
組

①
逃
げ
遅
れ
ゼ
ロ
に
向
け
た
迅
速
か
つ

的
確
な
避
難
行
動
の
た
め
の
取
組

R7「取組完了」の構成員数（ ● ）

取組を実施する構成員数（ ● + ○ ＋△+ × ）
進捗率＝

取組完了
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令和7年度時点の取組進捗率についてはばらつきがあるが進行中の取組が多く、全体としては進んできている。

４．令和７年度時点の取組進捗率 （3/4）
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①水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施

②水防団同士の連絡体制の確保

③水防団や地域住民が参加する洪水に対しリスクが高い区間の共同点検

④関係機関が連携した実働水防訓練の実施

⑤水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定を促進

⑥地域の建設業者による水防支援体制の検討･構築

⑦内水被害危険箇所の把握及び情報共有

➇重要水防箇所の見直し及び水防資機材の確認

⑨水防に関する広報の充実（水防団員確保に係る取組）

➉水防訓練の充実

⑪水防関係者間での連携、協力に関する検討

（２
）ソ
フ
ト
対
策
の
主
な
取
組

②
洪
水
氾
濫
に
よ
る
被
害
の
軽
減
、
避
難

時
間
の
確
保
の
た
め
の
水
防
活
動
の
取
組

R7「取組完了」の構成員数（ ● ）

取組を実施する構成員数（ ● + ○ ＋△+ × ）
進捗率＝
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４．令和７年度時点の取組進捗率 （4/4）

令和７年度時点で、排水活動の取組全般について課題が確認される。
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（２
）ソ
フ
ト
対
策
の
主
な
取
組

③
一
刻
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①排水機場･樋門・水門等の情報共有、排水手法等の検討を行い、
大規模水害を想定した排水計画（案）の作成

②排水訓練の実施

③内水被害危険箇所の排水計画（案）の作成

④排水設備の耐水化

⑤排水準備計画の作成

R7「取組完了」の構成員数（ ● ）

取組を実施する構成員数（ ● + ○ ＋△+ × ）
進捗率＝



 フォローアップ結果から、取組項目のうち、進捗率が低く進捗率を高めていく必要がある項目と、進捗率が高い取組
の中でより「質」を高めていく必要がある項目を抽出した。

（1）進捗率が低いため、進捗率を高めていく必要がある取組項目
①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

• 許可工作物管理者への防災教育の実施

③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための排水活動の取組

• 排水機場・樋門・水門等の情報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水害を想定した排水計画（案）の作成

• 排水訓練の実施

• 内水被害危険箇所の排水計画（案）の作成

• 排水設備の耐水化

• 排水準備計画の作成

（2）進捗率は高いがより質を高めていく必要がある取組項目
①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

• まるごとまちごとハザードマップ整備・拡充

• 要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進

• タイムラインに基づく実践的な訓練

• 出前講座等を活用した講習会の実施

• 水位計やライブカメラ等の情報をリアルタイムで提供

②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組

• 水防団や地域住民が参加する洪水に対しリスクが高い区間の共同点検

• 内水被害危険箇所の排水計画（案）の作成

• 水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定を促進

５．フォローアップ調査結果（まとめ）
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【（2）選定基準】

進捗率は高いがより質を高めていく取り組みに
ついては、市町のフォローアップ結果から、今
後実施する意向の機関が多い取り組みの中で
重要な項目を選定した。



 これまでの関係市町へのヒアリング・アンケート等の結果を踏まえ、R3～R7年度時点までの関係
市町に共通する課題として以下の項目を抽出した。

フォローアップ結果を踏まえた関係市町に共通する課題

① 人材不足・体制強化

 災害時に人手不足のため、システム入力漏れや要配慮者への支援が行き届かない。特に要配慮者施設
の避難計画策定、防災教育の推進において、マンパワーが不足している。

② 計画・情報の理解不足や策定の困難さ

 多くの計画や情報が市町村職員や住民に十分に理解されていない。

 大規模工場の浸水防止計画や個人用避難計画（マイ・タイムライン）の作成が難しいと感じられている。

③ 施設や資機材の整備計画・配置計画の検討段階

 水防資機材の整備、災害対応施設の新設、監視カメラの設置などの施設や資機材の整備計画・配置計
画が検討段階で予算化ができていない。

④ 住民への情報伝達・防災意識の向上

 住民への効果的な情報伝達が課題となっている。特にスマートフォンなどデジタル情報収集手段を持たな
い人々への情報提供やハザードマップの認知度・活用促進が必要である。

⑤実践的な訓練の実施不足・社会情勢への適応

 広域連携での避難訓練やタイムラインに基づいた実践的な訓練は実施されているがその質を高める必要
がある。

５. フォローアップ調査結果（共通する課題の抽出）

9

① 人材不足・体制強化

 災害時に人手不足のため、システム入力漏れや要配慮者への支援が行き届かない。特に要配慮者施設
の避難計画策定、防災教育の推進において、マンパワーが不足している。

② 計画・情報の理解不足や策定の困難さ

 多くの計画や情報が市町村職員や住民に十分に理解されていない。

 大規模工場の浸水防止計画や個人用避難計画（マイ・タイムライン）の作成が難しいと感じられている。

③ 施設や資機材の整備計画・配置計画の検討段階

 水防資機材の整備、災害対応施設の新設、監視カメラの設置などの施設や資機材の整備計画・配置計
画が検討段階で予算化ができていない。

④ 住民への情報伝達・防災意識の向上

 住民への効果的な情報伝達が課題となっている。特にスマートフォンなどデジタル情報収集手段を持たな
い人々への情報提供やハザードマップの認知度・活用促進が必要である。

⑤実践的な訓練の実施不足・社会情勢への適応

 広域連携での避難訓練やタイムラインに基づいた実践的な訓練は実施されているがその質を高める必要
がある。



霞ヶ浦流域の関係市町村（16市町村）について、霞ヶ浦（直轄管理区間）の浸水想定区域内の住民を対象に、現時点の防
災意識到達度合を把握することを目的として、先進事例を参考として住民の防災意識のフェイズ区分を設定し、Webアン
ケート方式による住民防災意識調査を実施した。

６. 住民防災意識調査

図-1 Webアンケート調査の質問例

■評価項目（質問）を設定

防災意識 評価（アンケートの視点）

災害リスクの認
知度向上が必要 Phase１

大雨で川や湖の堤防が壊れた
り、あふれたりすると思ってい
ない人

Phase２ 自分の家が浸水するか知らな
い人

Phase３ 自分の家の近くがどのくらいの
深さの浸水になるか知らない人

避難力向上が必
要 Phase４ 災害が起こった時の対処方法

を理解していない人

状況情報の活用
能力が必要 Phase５

災害が起こった時の対処方法
を理解しているが、実際の行動
を決めていない人

自ら避難判断し、
避難行動を行う 率先避難者

災害が起きたときの準備がしっ
かりできていて、いつでも安全
に行動できる人 10



霞ヶ浦流域の防災意識調査ではフェイズ1が47.6％と最も多く、フェイズ2で15.0％と大きく減少し、その後フェイズ3 (9.4%)、
フェイズ4 (7.2%)、フェイズ5 (2.6%) と推移している。その一方、率先避難者は18.2％を占めている。

図-2霞ヶ浦域の防災意識のフェイズ分類（全体） ※浸水想定区域内（n=500）

６. 住民防災意識調査

大雨で川や湖の堤防
が壊れたり、あふれ
たりすると思っていな
い人

自分の家が浸水す
るか知らない人

自分の家の近くが
どのくらいの深さの
浸水になるか知ら
ない人

災害が起こった時の
対処方法を理解して
いない人

災害が起こった時の対
処方法を理解している
が、実際の行動を決め
ていない人

災害が起きたときの準
備がしっかりできてい
て、いつでも安全に行
動できる人

11



 地区別でみると、3地区ともフェイズ1の割合が42～51％と最も多く、フェイズ2～フェイズ5まで段階的に推移している一
方、率先避難者が一定数存在する。フェイズ分類の全体的な分布の傾向は大きく変わらない。

６. 住民防災意識調査

12図-3 霞ヶ浦流域の防災意識のPhase分類結果（地区別） ※浸水想定区域内（n=500）



住民防災意識調査結果を踏まえた課題

 災害リスクの認知度向上が必要な人（フェイズ１～3）を対象に、防災・減災に対して興味・関
心を持ってもらうための取組を推進していく必要がある

 水害や土砂災害のリスクに対して自ら避難を判断し、周りの人達を誘導できる人（率先避難
者）が実施する防災・減災活動を支援する取組を推進していく必要がある。

 地域防災力の向上を図るため、リスクの存在を知る必要がある（フェイズ1）から対処行動を実
行する必要がある（フェイズ5）の人たちを対象に、段階的に防災意識の向上を図る継続的な
取組が必要である。

６. 住民防災意識調査
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（出典）「⽔災害を⾃分事化し、流域治⽔に取り組む主体を増やす総
⼒戦の流域治⽔をめざして」提⾔（概要）、令和5年8⽉

 流域治水の推進の課題として、①水災害リスクの自分事化、②流域全体の水災害への取組が挙げられており、自分事
化の取組方針（①知る→②捉える→③行動する）と施策体系が提示された。

 住民防災意識調査結果を踏まえて、霞ヶ浦流域において、流域治水の自分事化を推進していく取り組みを推進していく
必要がある。

流域治水の自分事化の取組方針

６. 住民防災意識調査（まとめ）
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今後の⽅向性

 霞ヶ浦流域では、「⽔害や⼟砂災害のリスクに対して⾃ら避難を判断し、周りの⼈達を誘導できる⼈（率先避難
者）」が⼀定数存在する⼀⽅で、「リスクの存在を知る必要がある⼈（フェイズ１）」が最も多いことがわかった。
住⺠の防災意識として、フェイズ1の減少、「率先避難者」の増加およびフェイズ1〜5の防災意識を段階的に⾼
めていくことを⽬指していく必要がある。

 この状況を踏まえ、取組⽅針の進捗にあたっては、次の３つの取組を実⾏することが有効と考えられる。

分類の経年変化のイメージ

現時点のフェイズ分類を
もとにした有効な取組 現時点のフェイズ分類をもとにした有効な取組

①防災意識が低い住民に向けた取組
•災害リスクの認知度向上が必要な人に向けて
自らのリスクを認知していただくような取組

②防災意識が高い住民に向けた取組
•フェイズ4、5、率先避難者が旗振り役となり、
全体のフェイズを引き上げるような取組

③防災意識を底上げする取組
•各フェイズの人が段階的にワンランクアップを
行えるように防災意識を底上げする取組

フェイズ1 フェイズ
2

フェイズ
3

フェイズ
4

フェイズ
5

率先
避難者

フェイズ
1

フェイズ
2

フェイズ
3

フェイズ
4

フェイズ
5

率先
避難者

令和7年度

令和●年度

令和●年度

６. 住民防災意識調査（まとめ）
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住民防災意識調査結果を踏まえた重点項目

図-4 水害リスクの認知度に沿った取組の推進

対象となる防災
意識区分

重点項目 目的 全体への効果
取組内容（施策メニュー

例）

フェイズ1～3
(特に無関心層)

①防災意識が低い住民に
向けたリスクの認知と自分
事化を図るきっかけづくり

リスクの存在と自分ごと
化を図り、行動の入り口
へ導く。

フェイズ 1～3の人口をフェ
イズ 4以上へ押し上げる。

• まるごとまちごとハ
ザードマップの整備

• 各種イベント連携
• 広報 など

フェイズ 4～5
(実行層・リー
ダー層)

②防災意識が高い住民に
向けた地域の防災リーダー
の育成と共助の仕組づくり

地域防災を担うリーダー
の育成と、助け合いの
仕組みを構築する。

フェイズ 4，5の行動力・影
響力を強化し、他者の避
難を促進する。

• マイ・タイムライン講
習会

• 水害伝承 など

フェイズ1～5 
(全住民)

③住民の防災意識と地域
防災力の段階的向上を目
指した関係機関の連携

防災意識を段階的に高
め、具体的な行動をとる
人の割合を増やす。

全フェイズを通じて継続的
に意識とスキルを維持・強
化する。

• 出前講座（防災教
育）

• メディア連携 など

①防災意識が低い住民に向けたリスク
の認知と自分事化を図るきっかけづくり• まるごとまちごと

ハザードマップの整備
• 各種イベント連携

• 出前講座
• メディア連携

• マイ・タイムラ
イン講習会

• 水害伝承

③住民の防災意識と地域
防災力の段階的向上を目
指した関係機関の連携

②防災意識が高い住民に
向けた地域の防災リー
ダーの育成と共助の仕組
づくり

【①防災意識が低い住民に向けたリスクの認
知と自分事化を図るきっかけづくり】
×
【③住民の防災意識と地域防災力の段階的向
上を目指した関係機関の連携】
まるごとまちごとハザードマップの設置と出前
講座の連携

７.次期取組方針に向けたとりまとめ
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日時：2026/2/27(金) 14:00～16:00
参加者：自治体（9名） 霞ヶ浦河川事務所（3名）
場所：関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 水管理棟2階会議室
＜意見交換会概要＞

・霞ヶ浦流域における取組状況・住民防災意識調査アンケート結果について
・ワールドカフェ方式による意見交換
・防災アニマル診断の紹介

• 次期取組方針策定に向けて、これまでの取組方針の実施状況、住民防災意識調査アンケート結果を踏まえた、各
自治体担当者の意見交換会を開催いたしました。

• ワールドカフェ方式による活発な意見交換の結果、関係自治体の具体な取組が挙げられ、参加者が意見交換の中
から多くの気づきを得ることができました。

＜ワールドカフェ方式のイメージ＞

凡例

固定（カフェマスター）

第2ラウンド時移動

第3ラウンド時移動

■作成された意見交換会シート
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■意見交換会

８.意見交換会の開催概要
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• 意識の希薄化：「堤防があるから安全」という思い込みから危機感が薄れ、個人の防災意識
が高まらない。

• 活動の停滞と役割の不明確さ：防災士の資格取得は進むが、地域での具体的な出番が少な
く活動が形骸化している。

• 訓練・教育のマンネリ化と参加層の固定：内容や質問が固定化し、従来の呼びかけでは参加
者が増えず、顔ぶれも一部の層に偏っている。

共通する３つの課題

今後の方向性・アイデア

リスクを自分事化する：
地域のイベントや日常生活の中で自然に防災に触れる機会を増やし、心理的なハード
ルを下げることで、リスクを「自分事」として捉える意識を醸成する。

リーダーが旗を振る：
地域活動の中でリーダーが知識や経験を還元できる役割を構築し、防災教育や防災訓
練等を通じて主体的に活動を展開できる体制を整備する。

防災力の底上げ：
多様な世代が関心を持つ切り口で活動を展開し、参加のきっかけを広げることで、地域
における全体的な防災意識を底上げする。

８.意見交換会から得られた横断的な示唆



【参考】取組内容施策メニュー例
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【①防災意識が低い住民に向けた取組】土浦市による取組
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出典：令和４年度 取り組み実施状況（代表事例）について



【①防災意識が低い住民に向けた取組】潮来市による取組
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出典：令和３年度 取り組み実施状況（代表事例）について



【①防災意識が低い住民に向けた取組】土浦市による取組
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出典：令和３年度 取り組み実施状況（代表事例）について



【②防災意識が高い住民に向けた取組】石岡市の取り組み
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出典：令和６年度 取り組み実施状況（代表事例）について



【②防災意識が高い住民に向けた取組】神栖市の取り組み

24

出典：令和３年度 取り組み実施状況（代表事例）について



【②防災意識が高い住民に向けた取組】かすみがうら市の取り組み
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出典：令和６年度 取り組み実施状況（代表事例）について



【②防災意識が高い住民に向けた取組】利根町における防災教育
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出典：令和3年度 取り組み実施状況（代表事例）について



【③防災意識を底上げする取組】行方市における防災教育
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出典：令和4年度 取り組み実施状況（代表事例）について



【③防災意識を底上げする取組】小美玉市における防災教育
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出典：令和5年度 取り組み実施状況（代表事例）について



【③防災意識を底上げする取組】河内町における防災教育
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出典：令和5年度 取り組み実施状況（代表事例）について



【③防災意識を底上げする取組】鉾田市における防災教育
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出典：令和６年度 取り組み実施状況（代表事例）について



【①②③すべてに共通する取組】かすみがうらマラソン兼国際ブラインドマラソン2025

31

日 時：令和7年4月20日（日）

場 所：川口運動公園陸上競技場（J:COMフィールド土浦）

概 要：●防災アニマル診断実施による自身の防災意識レベルとレベルに沿った防災知識を確認していただいた上で、
マイ・タイムラインノートや霞ヶ浦河川事務所の取組を紹介することで防災意識の促進を図る。

●防災アニマル診断結果を集計し、ブース来場者の防災意識を集計する。

防災意識調査の全体結果
ハムスター ペンギン パンダ ラクダ ゾウ ライオン 計

22 42 51 7 32 21 175
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ハムスター ペンギン パンダ ラクダ ゾウ ライオン

年代別防災意識調査の結果
19歳未満
20歳以上40歳未満
40歳以上60歳未満
60歳以上80歳未満
80歳以上

霞ヶ浦河川事務所の取組紹介

防災アニマル診断の実施

防災アニマル診断による防災意識の集計結果

ブースの様子
防災アニマル診断

うちわ

マイ・タイムライン
ノート


